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46億2,650万5千円
●人件費　７億508万７千円（15.2％）●人件費　７億508万７千円（15.2％）
職員などに支払われる給与、手当および議会議員職員などに支払われる給与、手当および議会議員
に支払われる報酬などに支払われる報酬など

●●扶助費　１億7,267万８千円（3.7％）扶助費　１億7,267万８千円（3.7％）
地方公共団体が各種法令に基づい地方公共団体が各種法令に基づい
て、被扶助者に対して支出する経費て、被扶助者に対して支出する経費

●公債費　７億5,853万３千円（16.4％）
借金の元金、利子の償還金および一時借入金
の利子の合算額

●補助費など　４億4,567万円（9.6％）
補助金、負担金、報償費および火災保険料など

●●積立金　３億7,692万７千円（8.1％）積立金　３億7,692万７千円（8.1％）
基金に積み立てるために支出される経費基金に積み立てるために支出される経費

●投資的経費●投資的経費
　　10億2,471万７千円（22.1％）10億2,471万７千円（22.1％）
道路、学校、公営住宅の建設など、行政水道路、学校、公営住宅の建設など、行政水
準の向上に直接寄与する経費準の向上に直接寄与する経費

●●その他　11億4,289万3千円（24.7％）その他　11億4,289万3千円（24.7％）
物件費、維持補修費、繰出金物件費、維持補修費、繰出金
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早期健全化基準とは？
早期健全化基準を超えた場合、その市町村は財
政健全化計画の策定が義務づけられます。

財政再生基準とは？
再生基準を超えた場合、市町村は財政再生計画
の策定が義務づけられます。財政再生計画に対し
て国の同意がない場合は、一部を除き地方債の起
債が制限されます。

経営健全化基準とは？
公営企業会計の資金不足比率が経営健全化基準
を超えた場合は、その公営企業会計は、経営健全
化計画の策定が義務づけられます。

実質赤字比率は？
上ノ国町比率 早期健全化基準 財政再生基準

̶ 15％ 　20％

連結実質赤字比率は？　
上ノ国町比率 早期健全化基準 財政再生基準

̶ 20％ 40％

実質公債費比率は？
上ノ国町比率 早期健全化基準 財政再生基準
15.2％ 25％ 35％

将来負担比率は？
上ノ国町比率 早期健全化基準 財政再生基準
28.0％ 350％ ̶

公営企業会計資金不足比率

水道事業 簡易水道事業
特 定 環 境
保 全 公 共
下水道事業

漁業集落
排水事業

経営健全化
基 準

̶ ̶ ̶ ̶ 20%

※ 上ノ国町は「健全化判断比率」が全て基準を下回ってい
ることから、財政の健全性が保たれているといえます。


